
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  老人ホーム入居前に転居した場合の小宅減          

Ｑ：相続税法が改正になり、被相続人が老

人ホームに入居したことによって自宅が空き

家になった場合でも、自宅の宅地に小規模宅

地等の特例が適用されるようになったそうで

すが、入所までの間に自宅から一旦親族の家

に引っ越したという場合は、どうなりますで

しょうか？                                        

                                              

Ａ：原則的には、適用がありません。 

【解説】 

小規模宅地等の特例の対象となる宅地等と

は、相続開始直前に被相続人の居住の用に供

されていた宅地等をいいますが、この居住の

用に供されていた宅地等には、老人ホームに

入所したことで居住の用に供されなくなる直

前の被相続人の居住の用に供されていた宅地

等が含まれるとされています。 

つまり、老人ホームに入所する直前に居住

していた自宅の宅地等には適用があるという

ことですので、その一旦引っ越した親族の家

の宅地等が被相続人の所有地であれば問題な

いのですが、親族の所有地ということであれ

ば、基本的に適用対象外ということになりま

す。 

ただし、その転居が、老人ホームへの入居

日が決まっており、その日まで一時的に親族

の家に居住するというものである場合であれ

ば、適用が受けられるものと思われますが、

入居日も具体的に決まっておらず、とりあえ

ず決まるまで転居するという場合であれば、

親族の家に居住していたこととなり、適用が

受けられないこととなるでしょう。 
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